
報告第３号  

 

   教育長職務代理者の指名について  

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定に基づき、教育

長職務代理者を下記のとおり指名したので報告する。  

 

記  

 

１  教育長職務代理者  麻生博之  

 

         令和元年１２月２６日提出  

 

                     大野市教育委員会  

                     教育長  久保俊岳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


